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重
度
の
障
害
の
あ
る
人
へ

特
別
障
害
者
手
当
な
ど
が
支
給
さ
れ
ま
す

　

重
度
の
障
害
の
あ
る
人
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
な
介
護

が
必
要
な
人
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
特
別
障
害
者
手
当
な
ど

が
受
給
で
き
ま
す
。

特
別
障
害
者
手
当

【
対
象
】
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神

に
著
し
く
重
度
の
障
害
※
１

が
あ

り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特

別
な
介
護
が
必
要
な
満
20
歳
以
上

の
在
宅
障
害
者
で
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人

⑴�

重
度
の
障
害
が
二
つ
以
上
あ
る

（
内
部
障
害
の
重
複
は
一
つ
の
障

害
と
し
て
扱
い
ま
す
）

⑵�

重
度
の
障
害
が
一
つ
あ
り
、
ほ

か
の
障
害
（
身
体
障
害
者
手
帳

３
級
程
度
、
療
育
手
帳
の
障
害

の
程
度
が
Ａ
、
精
神
障
害
）
が

二
つ
以
上
あ
る

⑶�

重
度
の
障
害
が
一
つ
あ
り
、
そ

の
障
害
の
た
め
日
常
生
活
（
動

作
）
に
お
い
て
常
に
特
別
な
介

護
が
必
要

障
害
児
福
祉
手
当

【
対
象
】
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神

に
重
度
の
障
害
※
１

が
あ
り
、
日
常

生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
が
必
要

な
満
20
歳
未
満
の
在
宅
障
害
児
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
ど
も

⑴
重
度
の
障
害
が
一
つ
以
上
あ
る

⑵�
知
的
障
害
（
療
育
手
帳
の
障
害
の

程
度
が
Ａ
）
と
身
体
障
害
（
身
体

障
害
者
手
帳
２
級
）
の
合
併
障
害

特
別
児
童
扶
養
手
当

【
対
象
】
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神

に
障
害
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
満
20
歳
未
満
の
子
ど
も
を

家
庭
で
養
育
し
て
い
る
保
護
者

◆
１
級
に
該
当
す
る
子
ど
も

⑴�

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
ま
た

は
３
級
の
一
部
※
２

⑵
療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ａ

◆
２
級
に
該
当
す
る
子
ど
も

⑴�

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
ま
た
は

４
級
の
一
部
※
３

⑵
療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ｂ

※
１�

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、

知
的
障
害
者
で
Ｉ
Ｑ
（
知
能
指

数
）
が
お
お
む
ね
20
以
下
、
重

度
の
精
神
障
害

※
２�

下
肢
障
害
に
お
い
て
、
両
足  

首
か
ら
欠
く
も
の

※
３�

下
肢
障
害
に
お
い
て
、
一
下  

肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害
以
上

◎
手
当
に
は
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す

 

・
本
人
ま
た
は
配
偶
者
、
扶
養
義
務

　

者
の
所
得
が
一
定
以
上
あ
る
と
き

 

・
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い

　

る
と
き

 

・
３
カ
月
以
上
入
院
し
て
い
る
と

　

き
（
特
別
障
害
者
手
当
の
み
）

◎�
手
当
の
認
定
に
は
審
査
が
あ
り
、

該
当
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す

　

手
当
に
よ
っ
て
必
要
な
書
類
が

異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課 

民
生
福
祉
班

　

☎
０
８
２
０
（
77
）
５
５
０
５

　

福
祉
課 

こ
ど
も
家
庭
班

　

☎
０
８
２
０
（
77
）
５
５
０
８

 【各手当の支給額】
手当 支給額（月額）

特別障害者手当 30,450 円

障害児福祉手当 16,560 円

特別児童扶養手当
1 級  58,450 円
2 級  38,930 円

マイナンバーカード時間外交付のご案内（事前予約制）

　マイナンバーカードを申請され、交付通知書（ハガキ）が届いた人で、開庁時間内に窓口へお越しいただ
けない人に、時間外の受取窓口を開設します。予約制ですので、事前に電話で予約をお願いします。
交付日時（上半期）

曜日・時間 日にち
毎月第２日曜日　
午前９時～正午

４月 12 日、５月 10 日、６月 14 日、７月 12 日、
８月     ９日、９月 13 日

毎月第３水曜日　
午後５時 30 分～６時 45 分

４月 15 日、５月 20 日、６月 17 日、７月 15 日、
８月 19 日、９月 16 日

毎月第４火曜日　
午後５時 30 分～６時 45 分

４月 28 日、５月 26 日、６月 23 日、７月 28 日、
８月 25 日

お持ちいただくもの　交付通知書、マイナンバーカード・通知カード・住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）、
　　　　　　　　　　本人確認書類
予約受付時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分（平日のみ）
　　　　　　　※受取希望日の３開庁日前までにご予約ください

予約連絡先　総務課 戸籍住基班　☎ 0820-74-1010

交付場所

大島庁舎
大島総合支所窓口


